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宮城県水産林政部水産業基盤整備課 

「週休２日モデル工事」実施要領 

 
（趣旨） 

第１ 建設産業において，就業者の高齢化と担い手不足が進行するなか，将来にわたり安定 

的に社会資本を整備及び維持していくためには，若手技術者等の確保・育成が重要な課題 

となっており，対応策の一つとして，週休２日の確保による建設現場の就労環境の改善が 

求められている。 

本要領は，地域建設業における週休２日の確保に向けた課題を把握するとともに，就労 

環境の改善に向けた意識の向上を図るために宮城県水産林政部水産業基盤整備課が試行す

る「週休２日モデル工事」（以下「モデル工事」という。）の実施に当たり必要な事項を定

めるものとする。 

 
（対象工事） 

第２ 原則，宮城県水産林政部水産業基盤整備課が所管の上，発注する工事を対象とする。

ただし，次の各号に該当する工事は除くものとする。 

（１）災害復旧工事 

（２）供用開始などの工程上制約がある工事 

（３）用地買収，関係機関協議，他工事との調整等で工程に大きく影響する工事 

（４）その他，モデル工事に適さない工事 

 

（発注型式） 

第３ 発注においては，次のいずれかによる型式を基本とする。 

（１）発注者指定型（発注者が，週休２日に取り組むことを指定する型式） 

（２）受注者希望型（受注者が，工事着手前に，発注者に対して週休２日に取り組む旨を協 

議したうえで取り組む型式） 

 
（実施方法） 

第４ 発注者は，モデル工事の実施に当たって，別紙１に基づき入札公告及び特記仕様書に， 

「週休２日モデル工事」である旨及びモデル工事の型式を明示するものとする。 

２  発注者は，土曜日，日曜日及び国民の祝日を現場閉所（以下「休工日」という。）とする 

ことを前提とした工期設定を行うものとする。 

３  モデル工事の対象期間は，現場施工に着手した日（準備期間は含まない）から現場施工 

が完了した日（後片付け期間は含まない）までとする。 

４ モデル工事の対象期間中，原則として土曜日及び日曜日並びに国民の祝日を現場の休工 

日とする。ただし，現場の特性等に応じて，同月内で別の日に休工日を振り替えできるも 

のとし，その場合においては，４週８休を基本とするものとする。 

また，天候等により休工し，作業日を振り替えた場合は休工日として認めるものとする。 

なお，災害時の緊急要請などやむを得ない事情について休工日として認めるかは，受発注 
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者間の協議により決定するものとし，臨機に対応することとする。 

５ 受注者が発注者指定型及び受注者希望型で週休２日モデル工事に取り組む場合は，工事 

に着手するまでに第３項，第４項の条件を満たす実施工程表を作成し，発注者に提出する 

ものとする。 

６ 受注者は，下請企業を含む現場の労働者等に対して，休工日においては，休日又は休暇 

（以下「休日等」という。）を取得し，事務作業や他現場での作業を行わないよう指導する 

ものとする。 

７ 受注者は，対象期間中，やむを得ない理由で休工日に現場作業を行う場合は，事前に発 

注者にその理由を書面で提出するものとする。 

 
（実施確認） 

第５ 受注者は，前条第５項の実施工程表に基づき，別紙２を参考とし，休工と現場の労 働

者等の休日等の取得計画が確認できる休日等取得計画書（以下「計画書」という。）を作 

成し，発注者へ提出するものとする。 

２ 計画書は，月単位を原則とし，初回の提出は，工事に着手するまでとし，それ以降の提 

出は，翌月の作業開始前までとする。 

３ 受注者は，別紙３の記載例を参考とし，週間工程表を作成し，毎週末に監督職員に提出 

するものとする。 

４ 受注者は，発注者に提出した計画書の翌月１日から７日以内（土曜日，日曜日，国民の 

祝日を除く）に別紙４の記載例を参考とし，計画書に基づく休日等の取得の実績が確認で 

きる休日等取得実績書を作成し，発注者へ提出するものとする。 

 
（積算方法） 

第６ 発注者は，別紙５に基づき，対象期間中の現場の閉所状況に応じて，補正を行うもの

とする。 

（１）発注者指定型における積算方法 

当初積算時において４週８休以上の達成を前提とした補正を行うものとする。 

（２）受注者希望型における積算方法 

精算変更時において現場閉所の達成状況に応じた補正を行うものとする。 

 
（工事成績考査等） 

第７ 発注者は，休日等の取得状況や，第４条第５項及び第５条に基づく必要書類の提出状 

況等に応じて，別紙６に基づき，当該工事の工事成績考査において加点評価するものとす 

る。 

２ 発注者は，受注者が計画書どおりに休日等の確保できなかった場合において，そのこと 

による文書での改善指示や工事成績考査の減点などの措置は課さないものとする。 

 

 

附 則 

この要領は，令和３年１１月１日から施行し，令和３年１２月１日以降に入札公告する工

事から適用する。 


